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Ⅳ　がんと診断された時からの切れ目のない緩和ケアの提供

○　がんと診断された時から、患者がどこで療養していても、切れ目なく適切な緩

和ケアが迅速に提供されることにより、ＱＯＬ（生活の質）の維持・向上が図ら

れ、患者自身が希望する場所で安心して療養することができることを目指します。

○　平成 28（2016）年に改正されたがん対策基本法第 15 条において「緩和ケア」

が定義され、また、同法第 17 条で施策の位置付けが明記されました。

緩和ケアの定義（第 15 条抜粋）
　「がんその他の特定の疾病に罹患した者に係る身体的若しくは精神的な

苦痛又は社会生活上の不安を緩和することによりその療養生活の質の維

持向上を図ることを主たる目的とする治療、看護その他の行為をいう。」

緩和ケアの施策としての位置付け（第 17 条抜粋）
　がん患者の療養生活（その家族の生活を含む。）の質の維持向上のため

に必要な施策として、「緩和ケアが診断の時から適切に提供されるように

すること。」と明記

○　緩和ケアは、我が国では終末期医療として発展してきたため、以前は、終末期の

ケア（ターミナルケア）であるという認識が一般的でしたが、現在では、身体的・

精神的・社会的苦痛の全人的な苦痛への対応（全人的なケア）を診断時から行うこ

とを通じて、患者とその家族のＱＯＬ（生活の質）の向上を目標とするものとされ

ています。

１　都内の緩和ケアの提供体制の充実

【緩和ケアの推進の基本的体制】
○　「緩和ケアの推進」については、第１期の東京都がん対策推進計画（平成 20 年

3 月）から重点的に取り組んできました。今後一層緩和ケアを推進し、がん患者及

び家族が安心して、適切な緩和ケアを受けられるようにするとともに、患者が希望

する場所で療養生活を送れるようにするためには、都内の医療機関等における緩和

ケアの実施状況等を把握した上で、都における緩和ケアのあるべき姿と具体的な方

策を検討し、取組を推進していく必要があります。

○　緩和ケアの取組を推進するとともに、東京都がん対策推進協議会においても、医

療機関等における緩和ケアの実施状況を踏まえて取組を推進し、都における緩和ケ

アの一層の充実を図ります。
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（１） 拠点病院等における取組

 現状と課題
○　拠点病院等は、がんと診断された時から、がんに携わる医療従事者により緩和ケ

アを提供しています。さらに、緩和ケアに関する専門的な知識と技術を持つ医師及

び看護師のほか、薬剤師や医療心理に携わる者を配置した「緩和ケアチーム」を設

置し、がん患者の治療に当たる主治医と協働して、これらのスタッフの専門性を活

かした緩和ケアを提供しています。加えて、都道府県がん診療連携拠点病院は、専

門的な緩和ケアを提供する院内の拠点組織である「緩和ケアセンター 67」を設置し

ています。

○　併せて、拠点病院等は、専門的な緩和ケアを提供する「緩和ケア外来」を整備し

ており、患者の状況に応じたケアを実施しています。

○　また、拠点病院等では、がん患者が抱えるがん疼痛等の苦痛に迅速に対応するた

め、苦痛のスクリーニング 68 を実施していますが、国拠点病院及び都拠点病院に

通院、入院するがん患者のうち約 27％が、病院で、身体的な痛みや精神的なつら

さなどについて「問診を受けたり、回答を依頼されたことはない」と回答 69 して

おり、一層の充実が求められています。

○　苦痛のスクリーニングによって、患者の苦痛が汲み上げられた場合、主治医から

緩和ケアチームへとつなぐ 70 必要がありますが、この体制が機能していないとの

指摘もあります。また、施設内での連携が不足し、緩和ケアチーム、緩和ケア外来、

がん看護外来、薬剤部門、栄養部門等による施設全体の緩和ケアの機能が十分に発

揮されない可能性があります。

○　国は、国拠点病院等における連携を強化し、緩和ケアの機能を十分に発揮できる

ようにするため、都道府県がん診療連携拠点病院における院内のコーディネート等

を担う緩和ケアセンターの機能を、より一層強化するとともに、地域がん診療連携

拠点病院においては、既存の管理部門を活用して緩和ケアセンターの機能を担う体

制を整備するなど、緩和ケアセンターのあり方について、設置の要否も含めて検討

するとしています。

○　また、国は、国拠点病院等において患者とその家族に提供された緩和ケアの質に

ついて、施設間で格差があると言われていることや、「身体的苦痛や精神心理的・社

会的苦痛の緩和が十分に行われていないがん患者が３～４割ほどいる」との指摘 71

67「緩和ケアセンター」：緩和ケアチーム、緩和ケア外来、緩和ケア病棟等の専門的な緩和ケアを統括する
院内拠点組織のこと。都道府県がん診療連携拠点病院には、がん診療連携拠点病院等の整備に関する指
針により設置が義務付けられている。

68「苦痛のスクリーニング」：診断や治療方針の変更の時に、身体・精神心理的苦痛や社会経済的問題など、
患者とその家族にとって重要な問題でありながらも取り上げられにくい問題について、医療従事者が診
療の場面で定期的に確認し、話し合う機会を確保すること。

69「東京都がん患者調査」による。22 ページ脚注 19 参照
70 ここでいう「つなぐ」とは、医療従事者が専門的な緩和ケアについて、緩和ケアチームや緩和ケア外来

等に相談し、その後も双方向性に協働すること。
71「がん対策推進基本計画中間評価報告書（平成 27 年 6 月）」（厚生労働省がん対策推進協議会）による。
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　がなされていることから、がん診療の中で、患者及びその家族が抱える様々な苦痛

に対して、迅速かつ適切なケアが十分に提供されていない状況にあるとしています。

○　さらに、評価のための指標や質の良否を判断する基準が必ずしも確立されていな

いこと等から、緩和ケアの質の評価に向けて、第三者を加えた評価体制の導入を検

討するとしています。

 取組の方向性
①　診断時からの苦痛のスクリーニングの充実

○　拠点病院等において、引き続き、がん診療に緩和ケアを組み入れた体制を整備・

充実し、診断時からがん疼痛等の苦痛のスクリーニングを外来・病棟において行い、

苦痛を定期的に確認し、苦痛の軽減・解消に向け迅速に対処します。

○　がん患者に対応する医療従事者に対しては、患者や家族とのコミュニケーション

等により、患者とその家族の痛みやつらさの訴えを引き出すことができるよう、研

修等を通じて基本的な緩和ケアの技術向上を図ります。

②　緩和ケアチームへ依頼する手順の明確化と院内連携の強化
○　緩和ケアは、全人的なケアが必要な領域であり、多職種による連携を促進する必

要があります。拠点病院等は、院内での連携を十分図るため、互いの役割や専門性

を理解し、共有する体制を整備し、全ての医療従事者間の連携を診断時から確保し

ます。また、主治医をはじめ、院内の医療従事者から緩和ケアチームへ依頼する手

順の明確化を徹底し、「基本的な緩和ケア」から「専門的な緩和ケア」へ速やかに

つなぐ体制を整備します（67 ページ「参考」参照）。

○　また、がん診療に携わる医療従事者と、緩和ケアチームの間で、院内カンファレ

ンスや勉強会を実施し、患者及び家族が希望する緩和ケアを提供できるよう、院内

連携の強化を進めます。

○　患者及び家族に対して、がん相談支援センターなど緩和ケアに関する相談窓口を

周知し、患者等が緩和ケアについて相談しやすい環境を整備します。

○　都は、緩和ケアセンターのあり方に関する国の議論を踏まえ、都拠点病院におけ

る緩和ケアセンターの機能を担う体制の設置などについて、検討していきます。
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≪参　考≫

③　患者・家族へ提供する緩和ケアの質の向上と均てん化の推進
○　各拠点病院等において、ＰＤＣＡサイクルを確保し、緩和ケアの質の向上に取り

組みます。また、東京都がん診療連携協議会（都道府県協議会）において、拠点病

院等間の相互評価の取組を継続するとともに、拠点病院等における緩和ケアの質の

向上に関する検討を進め、均てん化を図ります。

○　国は、今後、緩和ケアの質を評価するための指標や基準を確立するとしています。

都は、その整備の状況を踏まえ、指標や基準を活用し、拠点病院等における基本的

な緩和ケアや、緩和ケアチーム及び緩和ケア外来等における専門的な緩和ケアの質

の向上に取り組みます。

○　また、拠点病院等の緩和ケアチームや緩和ケア外来等の医療従事者に対し、専門

的な緩和ケアに関する研修を実施し、患者及び家族が抱える様々な苦痛を取り除く

ための体制を充実・強化していきます。

 

（２） 緩和ケア病棟のあり方の検討

 現状と課題
○　都内には、30 病院が計 598 床の緩和ケア病棟を設置しており、専門性の高い

緩和ケアを提供しています（69 ページ図 39 参照）。都では、医療機関が実施す

る緩和ケア病棟の施設や設備の整備に対する支援を実施しています。

○　緩和ケア病棟には、看取りまでを含めた人生の最終段階（終末期）の患者を受け

入れる病床のほか、運用により、在宅療養患者の病状変化時の一時的な緊急入院の

役割を担う病床があります。また、一般病床においても、緩和ケア病棟と同様に、

人生の最終段階（終末期）の患者を受け入れている医療機関もあります。こうした

状況から、国は、今後、緩和ケア病棟の質を向上させるため、実地調査等を行った

上で、緩和ケア病棟の機能分化等のあり方を検討するとしています。

 例 義  定 

基本的な緩和ケア 患者の声を聴き共感する姿勢、信頼関係の構築

のためのコミュニケーション技術（対話法）、

多職種間の連携の認識と実践のもと、がん疼痛

をはじめとする諸症状の基本的な対処によっ

て患者の苦痛の緩和をはかること。 

主治医等によ

る緩和ケア 

専門的な緩和ケア 「基本的緩和ケア」の技術や知識に加え、多職

種でチーム医療を行う適切なリーダーシップ

を持ち、緩和困難な症状への対処や多職種の医

療者に対する教育などを実践し、地域の病院や

その他の医療機関等のコンサルテーションに

も対応できること。 

緩和ケアチー

ム、緩和ケア

外来、緩和ケ

ア病棟等によ

る緩和ケア 

※上記定義は平成 23 年８月 23 日厚生労働省「緩和ケア専門委員会報告書」による。 
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 取組の方向性
①　緩和ケア病棟の役割の明確化と機能分化の推進

○　都は、都内の緩和ケア病棟の利用状況等の詳細や一般病床での受入れ状況、患者

及び家族のニーズを調査、分析していきます。また、国の検討状況を踏まえ、都内

の緩和ケア病棟の役割を明確化し、機能分化を進めるなど、緩和ケア病棟のあり方

（緊急入院にも対応できる緩和ケア病棟と従来の療養中心のホスピス・緩和ケア病

棟等）を検討していきます。
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図 39　東京都における緩和ケア病棟整備状況（平成 29 年 12 月時点）
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（３） 拠点病院等と地域の医療機関との連携体制の確保

 現状と課題
○　住み慣れた地域で療養を望む患者が、安心して適切な緩和ケアを受けられるよう、

国拠点病院が中心となり、切れ目のない緩和ケアの提供に向けた連携体制の整備と

地域の緩和ケアの水準向上に取り組んでいます。

○　拠点病院等での治療を経て退院した患者が、安心して地域で緩和ケアを受けるた

めには、地域の医療機関への転院時や在宅移行時に、拠点病院等と地域の医療従事

者が患者の情報を共有することが重要です。しかし、拠点病院等の所在地から離れ

た地域の医療機関に転院する場合や、居住地が離れている患者の場合等は、情報の

共有が十分できていない場合があります。

○　患者が安心して在宅療養を継続するため、在宅医療での対応が困難となった場合

に速やかに受入可能な体制を予め確保しておくことが求められます。特に、今後、

一人暮らしの高齢患者の増加も見込まれることから、在宅療養を希望する患者が、

早期に在宅療養を諦めてしまうことのない体制を確保していく必要があります。

○　国拠点病院には、二次保健医療圏内のがん診療に関する情報を集約して医療機関

等に提供するなどの地域連携の役割が求められています。都内には、複数の国拠点

病院が存在する圏域が多くあるため、圏域内の国拠点病院同士の連携を一層強化し、

必要に応じて役割分担するなど、圏域全体で患者が安心して療養できる体制づくり

を一層進めていくことが重要です。

○　また、国の報告 72 によると、国拠点病院以外の病院で入院治療を受けているが

ん患者が約４割いると言われています。拠点病院等以外の病院で、治療を受けてい

る場合にも、適切な緩和ケアが提供されることが重要です。

 取組の方向性
①　関係者間の目標共有と退院後の生活に向けた早期からの支援

○　地域において切れ目のない緩和ケアが提供できるよう、拠点病院等と地域の医療

機関や訪問看護ステーション、薬局等の関係者間で、治療早期からの情報交換や退

院後のフォローアップ、病状変化時のバックアップ体制のあり方等について、東京

都がん診療連携協議会（都道府県協議会）での取組状況を踏まえながら、検討して

いきます。

○　拠点病院等に入院する患者やその家族が、拠点病院等での治療が終了した際に、

転院や在宅移行について不安にならないようにするためには、入院早期から転院や

在宅移行を見据えた支援が必要です。そのため、拠点病院等において、早期からの

治療計画、目標の共有化や治療後の退院支援の重要性の浸透を目指し、医療従事者

にその必要性を啓発していきます。

72「がん等における緩和ケアの更なる推進に関する検討会における議論の整理（平成 28 年 12 月）」（がん等
における緩和ケアの更なる推進に関する検討会）による。
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○　拠点病院等での治療後に、円滑に転院や在宅療養に移行するために、地域の在宅

医・訪問看護ステーションの看護師等の医療従事者等が参加する退院時のカンファ

レンスを十分に実施するなど、充実を図っていきます。

○　また、拠点病院等と地域の医療機関が連携し、円滑に地域への移行を行うために

は、患者や家族の様々な課題に対して相談、支援を行う、医療ソーシャルワーカー

の役割が重要であり、医療ソーシャルワーカー向けの研修の実施や相談体制の充実

を図ります。

②　国拠点病院を中心とした圏域ごとの体制づくりの推進
○　国拠点病院が中心となり、国拠点病院と地域の医療機関等との連携を一層推進し

ていきます。連携体制の構築に当たっては、圏域内に複数ある国拠点病院相互の連

携を深めるとともに、必要に応じて役割分担等を図り、地域の実情に即した体制づ

くりを進めていきます。

○　また、国拠点病院が中心となって、緩和ケアに携わる地域の医療従事者を支援す

るための相談体制を充実していきます。

○　東京都がん診療連携協議会（都道府県協議会）において、国拠点病院と地域の医

療機関等との圏域内の具体的連携の好事例を情報共有し、地域における医療機関間

の連携と患者支援の充実を図ります。都は、国拠点病院と地域の医療機関等との連

携状況を把握し、必要な支援を検討していきます。

③　在宅療養患者の病状変化時の受入体制強化
○　都は、医療機関等における緩和ケアの実施状況の調査を行い、緩和ケア病棟の機

能のあり方、緩和ケア病棟以外での患者の病状変化時の受入体制の確保等の方策を

検討していきます。

○　また、国拠点病院は、二次保健医療圏の圏域において、地域の医療機関とともに、

在宅医療での対応が難しくなった患者の緊急時の受入体制について検討し、地域の

体制を確保していきます。

④　拠点病院等以外の地域の医療機関における基本的な緩和ケアの推進
○　拠点病院等以外の地域の医療機関でがん治療を受けている患者やその家族にも、

診断時から適切な緩和ケアが提供されるよう、地域の医療機関の医師等に対して、

基本的な緩和ケアを習得するための、「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和

ケア研修会」（以下「緩和ケア研修会」という 73（72 ページ参照）。）の受講を促

進します。

○　緩和ケア研修会の今後の受講状況を踏まえ、東京都医師会等の関係団体と連携し、

地域の医療機関でがんの治療に携わる医師以外の医療従事者向けの基本的な緩和ケ

73「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針」に基づいて開催される研修会（72 ページ
参照）を含む。
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　アに関する知識や技術習得のための研修の実施を検討します。

（４） 在宅緩和ケアの推進

 現状と課題
○　在宅医療には、病院や診療所、訪問看護ステーション等の医師、看護師、薬剤師

等の医療従事者や介護福祉士など、様々な職種が関わります。拠点病院等での治療

後も、切れ目なく在宅で質の高い緩和ケアを提供するためには、これらの在宅医療

を支える医療機関等の多様な職種の医療従事者や介護従事者が連携するとともに、

緩和ケアに関する知識・技術の向上を図ることが必要です。

 取組の方向性
①　多職種連携の推進

○　国拠点病院が中心となり、各二次保健医療圏内の地域の医療機関や介護事業者等

との連携体制の構築を図る中で、多職種による緩和ケアに関する研修会や意見交換

会等を開催し、連携体制の構築を促進します。

○　また、拠点病院等と地域の医療機関の相互で、研修を希望する医療従事者を受け

入れ、在宅緩和ケアに関する知識と技術の向上を図るとともに、連携体制の構築を

促進します。

②　在宅緩和ケアを提供する医療従事者等の育成
○　緩和ケア研修会（「２緩和ケア研修会の充実・強化」参照）の受講機会を拡充し、

在宅緩和ケアを担う地域の医師の受講を促進します。

○　在宅緩和ケアを担う地域の医療従事者の緩和ケア研修会の受講状況を踏まえ、地

域の医療従事者や介護従事者が基本的な緩和ケアに関する知識等を習得できるよ

う、東京都医師会等の関係団体と連携し、研修等の実施を検討します。

③　在宅で安心して療養できる体制の確保
○　拠点病院等は、地域で療養するがん患者の病状変化時等の受け入れを担うほか、

地域の医療機関からの緩和ケアに関する相談への対応等により、在宅での療養を希

望するがん患者が、安心して療養できる環境を確保していきます。

２　緩和ケア研修会の充実・強化

 現状と課題
○　がん診療に携わる全ての医師が基本的な緩和ケアを理解し、知識と技術を習得す

るため、主に拠点病院等において、「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修

会の開催指針 74」に基づき、「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会」を

開催しています。

74  平成 20 年４月１日付健発第 0401016 号「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針につ
いて」の別添
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○　国の第２期基本計画では、がん診療に携わる全ての医療従事者が基本的な緩和ケ

アを理解し、知識と技術を習得すること、特に国拠点病院において、がん診療に携

わる全ての医師が緩和ケア研修を修了することを目標としてきました。

○　都内では、国拠点病院だけでなく、都拠点病院等の医師も含め、約 1 万２千人

の医師が緩和ケア研修会の受講を修了（平成 29 年 3 月末時点）し、基本的な緩

和ケアの普及が進んできています。

○　国は、平成 29 年 12 月に緩和ケア研修会の開催指針として「がん等の診療に携

わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針 75」を策定しました。平成 30 年 4

月から、研修会の対象者が、がん等の診療に携わる全ての医師・歯科医師に加え、「こ

れらの医師・歯科医師と共同して緩和ケアに従事する他の医療従事者も、参加する

ことが望ましい」とし、また、「国拠点病院等が連携する在宅療養支援診療所・病

院及び緩和ケア病棟を有する病院の全ての医師・歯科医師が本研修会を受講するこ

とが望ましい」としました。

○　また、緩和ケア研修会のプログラムに、新たに専門的な緩和ケアへのつなぎ方や

患者の意思決定支援、アドバンス・ケア・プランニング 76、遺族に対するグリーフ

ケア 77 などが追加されました。

○　さらに、国は、我が国の緩和ケアは、がんを主な対象疾患として発展したため、

がん以外の疾患を併発したがん患者やがん以外の疾患の患者への緩和ケアが立ち遅

れているとし、がん以外の疾患も含めた緩和ケアの検討を進めています。

 取組の方向性
①　がん診療に携わる全ての医師の受講促進

○　がん診療に携わる全ての医師が基本的な緩和ケアを理解し、知識と技術を習得す

ることを目指し、拠点病院等におけるがんに携わる医師の緩和ケア研修会の受講を

一層促進するとともに、拠点病院以外の地域の病院の医師や在宅緩和ケアを担う医

師等についても、研修受講を促進していきます。

○　都はこれまで、国拠点病院及び都拠点病院が行う緩和ケア研修会の開催を支援し

てきましたが、受講対象者が十分に研修会に参加できるよう、引き続き支援してい

きます。

○　これまで、緩和ケア研修会は、成人診療科の医師を主な対象として実施してきま

した。今後は、小児やＡＹＡ世代のがん患者の診療に携わる医師に対する緩和ケア

研修の検討を進めていきます。

75  平成 29 年 12 月１日付健発 1201 第２号「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指
針について」の別添

76「アドバンス・ケア・プランニング（Advance Care Planning:ACP）」：今後の治療・療養について患者・
家族と医療従事者があらかじめ話し合う自発的なプロセス

77「グリーフケア」：大切な人を失い、残された家族等の身近な者が悲しみを癒やす過程を支える取組のこと。
また、ビリーブメントケアともいう。
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○　地域の病院や在宅緩和ケアを担う医師を含めた、がん診療に携わる全ての医師の

受講に向けて、緩和ケアに関する知識や技術の重要性を啓発していきます。

②　医師以外の医療従事者の緩和ケアに関する基本的知識の習得
○　全てのライフステージに対応できるよう、緩和ケアに携わる看護師、薬剤師等の

医師以外の医療従事者についても、緩和ケアに関する基本的知識の習得に向けて、

緩和ケア研修会の受講を促進していきます。

③　がん以外の疾患をテーマにした緩和ケア研修の検討
○　今後の国の検討状況を踏まえ、がんの緩和ケア研修会の内容を基に、必要に応じ

た取組を検討していきます。

３　緩和ケアに関する普及啓発の推進

 現状と課題
○　これまで、都は、リーフレット等を作成し、緩和ケアはがんと診断された時から

受けることができるケアであることや、医療用麻薬に関する正しい知識の普及に努

めてきました。

○　拠点病院等のがん相談支援センターでは、緩和ケアを含むがん医療等に関する情

報提供を行っています。また、患者団体等が相談窓口を設置し、患者及び家族への

相談支援を実施しています。緩和ケアに関する正しい知識の普及のためには、これ

らの役割も重要です。

○　東京都がん患者調査 78 によると、緩和ケアのイメージとして「がんと診断され

た時から行う痛みなどを和らげるケア」を選択した患者は、約 20％にとどまって

おり、緩和ケアに関する理解を一層促進していく必要があります。

 取組の方向性
①　都民や患者及び家族に対する緩和ケアに関する普及啓発の強化

○　都民や患者及び家族に対し、東京都がんポータルサイト（93 ページ参照）を活

用して、緩和ケアに関する正しい情報を発信するとともに、医療用麻薬やターミナ

ルケアといった都民等が誤った認識を持ちやすい情報や、アドバンス・ケア・プラ

ンニングなどの患者や家族にとって有益となる情報なども提供していきます。

○　また、拠点病院等と地域の医療機関の連携のために、東京都がん診療連携協議会

（都道府県協議会）において作成した「東京都緩和ケア連携手帳」を一層活用する

ことにより、緩和ケアついての普及啓発を進めていきます。

78  22 ページ脚注 19 参照
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②　がん相談支援センターの取組についての普及啓発
○　がん相談支援センターでは、緩和ケアに関する都民への情報提供を一層充実して

いきます。都は、国拠点病院及び都拠点病院が行う相談支援の取組を、引き続き支

援していきます。
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 典出 値標目 値行現 標指

日常生活をがんにかかる前と同じよ

うに過ごすことができていると回答

した患者（手術や薬の副作用などは

あるが、以前と同じように生活でき

ていると回答した人を含む。)の割合

【再掲】 

66.9% 

（平成 28 年度）
増やす 

東京都

がん患者調査 

東京都

がん患者調査 

 

 
 

がん診療において、がん患者の主治

医や担当医となる者の緩和ケア研修

会受講率が 90％を超えている国拠

点病院及び都拠点病院の数

 

４／31※１

(平成 28 年度 

※２)

 

全指定病院

 

がん診療連携

拠点病院にお

ける緩和ケア

研修受講率達

成状況調査及

び東京都がん

診療連携拠点

病院における

緩和ケア研修

受講率達成状

況調査 

 

※１ 各調査実施

時点の指定病院数

※２ 平成 28 年 3

月 31 日時点

 

緩和ケアのイメージについて、

緩和ケアのイメージについて、「抗
がん剤や放射線の治療などができな
い状態の方に対する痛みなどの苦痛
を軽減するためのケア」を選択した
患者の割合

「がん

が進行し治療ができなくなった場合

の最後の手段である」を選択した都

民の割合

 

30.1% 

（平成 28 年度）
減らす

37.8% 

（平成 28 年度）
減らす

 

東京都がん対
策推進計画に
係る都民意識
調査 

 

【指　　標】

79

79  「東京都がん対策推進計画に係る都民意識調査（平成 29 年３月）」（東京都福祉保健局。以下「都民意識調査」
という。）
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ＴＯＰＩＣＳ「緩和ケア」～緩和ケアのあれこれ～②

「医療用麻薬」についてご存知ですか？

医療用麻薬は、麻薬といっても、医師の処方せんに基づいて正しく服用する限
りは決して危険な薬ではありません。

　がんに伴う体の痛みのコントロールには、医療用麻薬が有効であり、痛みの程
度に応じてがん治療の初期の段階でも使用することがあります。

　一方で、麻薬中毒のイメージ等から、「中毒」「命が縮む」といった誤解を持た
れることもあります。ですが、適正に使用する限りは安全であり、使用によって
命が縮むということはありません。

　副作用として、吐き気、嘔吐、眠気や便秘などが一般的に生じることはありま
すが、多くの副作用は予防や軽減ができます。
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ＴＯＰＩＣＳ「緩和ケア」～緩和ケアのあれこれ～①

「緩和ケア」について正しく理解していますか？

がんの緩和ケアは、
　「がんと診断された時から提供されるものです。」
　「治療費のこと、家族に関すること、治療と仕事に関すること等、
　社会生活上の不安へのケアも含みます。」

　しかし、東京都が実施した調査では、人生の最終段階のケアや身体的・精神的
苦痛のみに対するケアという認識を持つ方が多く、緩和ケアに関する正しい認識
が十分に浸透していないことがわかっています。
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ＴＯＰＩＣＳ「緩和ケア」～緩和ケアのあれこれ～③

「東京都緩和ケア連携手帳～わたしのカルテ～」をご存知ですか？

　がんの診断や治療を行った病院と、在宅医、歯科医師、
薬剤師、訪問看護師、その他の医療・介護スタッフが、患
者さんの大切な情報を共有して、緩和ケアに関するスムー
ズな連携が取れるようにするための手帳です。

　都内の拠点病院等で運用されています。療養にあたって、使用を希望される場
合は、治療を行った拠点病院等に尋ねてみてください。

【東京都緩和ケア連携手帳～わたしのカルテ～（東京都がんポータルサイト内）】
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/iryo_hoken/gan_portal/chiryou/
kanwa_path.html

　患者さんは、この手帳を記入していくことで、ご
自身の大切にしたいことや、療養の状況を確認する
ことができます。

　医療・介護スタッフは、患者さんが書いた内容から、患者さん自身がどの
ように理解し、考えているのかを確認していくことができます。また、患者
さんへのアドバイスなどを記入することもできます。

「東京都緩和ケア連携手帳」

東京都緩和ケア連携手帳

～わたしのカルテ～

東京都緩和ケア連携手帳

～わたしのカルテ～

東京都緩和ケア連携手帳

～わたしのカルテ～
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ＴＯＰＩＣＳ「緩和ケア」～緩和ケアのあれこれ～④

拠点病院等では緩和ケアを提供可能な地域の診療所等の情報が得られます。

拠点病院等は、地域の緩和ケア病棟や在宅緩和ケアを提供できる診療所等の
マップやリストを作成し、患者及び家族に情報提供しています。

　拠点病院等のがん相談支援センター等では、地域の緩和ケア病棟や診療所、訪
問看護ステーション等の情報を得ることができます。病院によって、情報の内容
や提供方法は様々ですが、より患者及び家族にわかりやすいよう、工夫がされて
います。

　都内の二次保健医療圏の一つでは、拠点病院等を中心
として、地域の医療機関等の多職種が連携し、共通で使
用可能な冊子を作成・運用しています。

　診療所等に加えて、地域包括支援センターや公共職業
安定所等もマップに記載するほか、アドバイスや意見交
換欄を設け、患者の不安や悩みを整理し、医療従事者と
一緒に、患者に合わせた支援を考えることができるよう
になっています。


